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◎
内
定
取
消
し
の
規
制
等
の
た
め
の
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 


○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）（
抄
）（
第
一
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


目
次 


〔
略
〕 


第
二
章 


労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
の
二
） 


〔
略
〕 


 （
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
二 


使
用
者
に
よ
る
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約


の
解
除
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と


認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
。


 


目
次 


〔
略
〕 


第
二
章 


労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
） 


〔
略
〕 


 


〔
新
設
〕 


    


 
 


  


一 







 


二 


○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）（
抄
）（
第
二
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


目
次 


〔
略
〕 


第
二
章 


労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
の
三
） 


〔
略
〕 


 


（
採
用
内
定
の
通
知
と
労
働
契
約
と
の
関
係
） 


第
十
三
条
の
二 


使
用
者
が
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
就
労


に
先
立
ち
、
採
用
す
る
旨
の
通
知
を
発
し
た
と
き
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
労
働


契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。 


 


（
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
三 


〔
略
〕 


 


目
次 


〔
略
〕 


第
二
章 


労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
の
二
） 


〔
略
〕 


 


〔
新
設
〕 


    


（
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
二 


〔
略
〕 


 
 


  







○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）（
抄
）（
第
三
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


（
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
三 
使
用
者
は
、
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の


解
除
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
定
取
消
し
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
が


あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
労
働
契
約
の
相
手
方
（
第
三
項
に
お
い


て
「
内
定
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
内
定
取
消
し
の
事
由
を
書
面
に
よ
り
明


示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


内
定
取
消
し
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当


あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無


と
す
る
。 


で効３ 


内
定
取
消
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
内
定
者
が
当
該
内
定
取
消
し


の
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き
は
、
使
用
者
は
、
七
日
以
内
に
こ


れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
三 


〔
新
設
〕 


    


使
用
者
に
よ
る
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の
解
除
は
、
客


観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な


い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
。 


〔
新
設
〕 


   


 
  


   


三 







 


四 


○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）（
抄
）（
附
則
第
三
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。


３ 


〔
略
〕 


 


 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 


３ 


〔
略
〕 


 
 


 







○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）（
抄
）（
附
則
第
四
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。


３ 


〔
略
〕 


 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 


 


３ 


〔
略
〕 


 


 
 


  


五 







  


六 


○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
） 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は


な
い
。 


３ 


〔
略
〕 


 


（
解
釈
規
定
） 


第
六
条 


〔
略
〕 


２ 


第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）


第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 


 


３ 


〔
略
〕 


 


 
 


   








内
定
取
消
し
の
規
制
等
の
た
め
の
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 


（
労
働
契
約
法
の
一
部
改
正
） 


第
一
条 
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


目
次
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
二
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 


 
 


（
内
定
取
消
し
） 


第
十
三
条
の
二 


使
用
者
に
よ
る
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の
解
除
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠


き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
。 


第
二
条 


労
働
契
約
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


目
次
中
「
第
十
三
条
の
二
」
を
「
第
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
二
章
中
第
十
三
条
の
二
を
第
十
三
条
の
三
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 


 
 


（
採
用
内
定
の
通
知
と
労
働
契
約
と
の
関
係
） 


第
十
三
条
の
二 


使
用
者
が
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
就
労
に
先
立
ち
、
採
用
す
る
旨
の
通
知
を
発
し
た


 
 


一







 


二


と
き
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
労
働
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。 


第
三
条 


労
働
契
約
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
十
三
条
の
三
中
「
使
用
者
に
よ
る
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の
解
除
」
を
「
内
定
取
消
し
」
に
改
め
、


同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 


 
 


使
用
者
は
、
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の
解
除
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
定
取
消
し
」
と
い


う
。
）
を
す
る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
労
働
契
約
の
相
手
方
（
第
三
項
に
お
い
て
「
内
定
者
」
と
い


う
。
）
に
対
し
、
内
定
取
消
し
の
事
由
を
書
面
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 


第
十
三
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 


３ 


内
定
取
消
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
内
定
者
が
当
該
内
定
取
消
し
の
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き


は
、
使
用
者
は
、
七
日
以
内
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 


附 


則 


 


（
施
行
期
日
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し







て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
三
条
、
次
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か


ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


（
経
過
措
置
） 


第
二
条 


第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
契
約
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の


規
定
は
、
第
三
条
の
規
定
の
施
行
後
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


２ 


新
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
三
条
の
規
定
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
内
定
取
消
し
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


（
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
改
正
） 


第
三
条 


公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


第
六
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 


第
四
条 


公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


第
六
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
二
」
を
「
第
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。 


第
五
条 


公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
六
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。 


 
 


三







 


 


四


 







 
 


五


 
 
 
 


理 


由 


 


内
定
取
消
し
に
関
す
る
紛
争
の
防
止
及
び
解
決
等
を
図
る
た
め
、
採
用
内
定
か
ら
就
労
ま
で
の
間
の
契
約
関
係
を
明
確
に
す


る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


  








 
 
 


内
定
取
消
し
の
規
制
等
の
た
め
の
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 


第
一 
採
用
内
定
の
通
知
と
労
働
契
約
と
の
関
係 


使
用
者
が
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
就
労
に
先
立
ち
、
採
用
す
る
旨
の
通
知
を
発
し
た
と
き
は
、
そ
の


時
に
お
い
て
労
働
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
推
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 
 
 


 


（
第
十
三
条
の
二
関
係
） 


第
二 


内
定
取
消
し 


１ 


使
用
者
は
、
労
働
者
の
就
労
開
始
前
に
お
け
る
労
働
契
約
の
解
除
（
以
下
「
内
定
取
消
し
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合


が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
労
働
契
約
の
相
手
方
（
以
下
「
内
定
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
内
定
取
消
し
の


事
由
を
書
面
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


２ 


内
定
取
消
し
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権


利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


３ 


内
定
取
消
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
内
定
者
が
当
該
内
定
取
消
し
の
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き


は
、
使
用
者
は
、
七
日
以
内
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


（
第
十
三
条
の
三
関
係
） 


 
 


一







 


二


第
三 


施
行
期
日
等 


１ 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超


え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
の
１
及
び
３
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範


囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 


（
附
則
第
一
条
関
係
） 


２ 


経
過
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 





